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町からのお知らせ

有
料
広
告

�����݄�͔Β
ҿ৯ళΛؚΉ΄とΜͲͷࢪઃ͕
͢·Ԏ�ʹͳりې�ଇݪ

　内ېԎͱしͳ͍ࢪ設Ͱɺ٤Ԏઐ用͕ࣨ設͚ΒΕますɻ
このこͱʹΑΓɺͨこΛٵΘͳ͍方͕受ಈ٤Ԏʹૺ͏機会େき͘ݮ少しますɻ

・原ଇ屋内ېԎです。

・٤Ԏઐ用室のある施設には、
と٤Ԏઐ用室のޱ物のग़入ݐ　
　ग़入ޱに標ࣝが掲ࣔされています。

・20 歳未満は٤Ԏઐ用室への立入はࢭېです。

・٤Ԏઐ用室には、法上の設置基準があります。

・ٛҧ反者には࠷大 50 ສ円以下
　のേ金があります。

վਖ਼法内容

શͯの方

　　٤Ԏઐ用室以֎での٤Ԏ
　　標ࣝをԚしたりউ手に֎す

ओの方ۀࣄ

　　٤Ԏઐ用室以֎へのփࡼの設置
　　٤Ԏઐ用室の設置基準ҧ反
　　20 歳未満の者を٤Ԏઐ用室へ入れる

健康増進法全ൠや受動٤Ԏ対ࡦ、ٛҧ反に関するご࣭問やごҙ見は、下記までおئいします。

（ྫ）

（ྫ）

٤Ԏできる施設は、
標ࣝを掲ࣔしています。

Պ保健担当ࣃ・լ県 健康増進課 健康づくりࠤ

☎０９５２－２５－７０７５
　０９５２－２５－７２６８

ௗ保健福ࢱ事所 健康推進担当

☎８３－３５７９
　８４－１８４９

健康増進法に関するৄしい情報はこちら

なくそう！望まない受動٤Ԏ

　　٤Ԏઐ用室以֎での٤Ԏ
　　標ࣝをԚしたりউ手に֎す

　　٤Ԏઐ用室以֎へのփࡼの設置
　　٤Ԏઐ用室の設置基準ҧ反
　　20 歳未満の者を٤Ԏઐ用室へ入れる




